
事業番号 - - -

（ ）

- 671 ▲ 29 13

単位当たり
コスト

算出根拠 単位 令和元年度 令和2年度 令和3年度 4年度活動見込

Ｘ（同年度に着手した表題部所有者不明土地の解消作
業に対する執行額）／Ｙ（同年度に表題部所有者不明土

地の解消作業を実施した数） 計算式 　Ｘ/Ｙ
2,469/
7,887

18,653/
7,888

23,560/
7,780

-

単位当たり
コスト 万円 0.3 2.4 3 -

単位当たり
コスト

算出根拠 単位 令和元年度 令和2年度 令和3年度 4年度活動見込

Ｘ（同年度に着手した長期相続登記等未了土地の解消
作業に対する執行額）／Ｙ（同年度長期相続登記等未

了土地の解消作業を実施した数）

令和2年度 令和3年度
4年度

活動見込
5年度

活動見込

所有者不明土地問題の解
消

所有者不明土地問題の解
消に係る作業を実施してい
る法務局・地方法務局の数

活動実績 局 50

計算式 　Ｘ/Ｙ
150,387/
86,849

170,910/
45,442

143,777/
68,899

-

単位当たり
コスト 万円 1.7 3.8 2.1 -

活動内容
（アクティビ
ティ）

　長期間相続登記等が未了となっている土地について、登記官が当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を調査しその解消を図る。ま
た、表題部所有者不明土地について、登記官が表題部所有者を探索・特定することによって当該土地の解消を図る。

活動目標及び
活動実績

（アウトプット）

活動目標 活動指標 単位

▲ 24

令和４年度第２次
補正予算内訳
（単位：百万円）

歳出予算目
令和４年度

第２次補正予算

登記業務庁費 37

50 50 -

当初見込み 局 50 50 50 50

令和元年度

委員手当

当初予算＋補正予算に対す
る執行額の割合（％）

131% 67% 159%

執行率（％） 62% 91% 97%

執行額 1,974 2,283 2,204

計 13

主な増減理由

予算
の状
況

当初予算 1,505 2,759 1,412 1,494

令和４年度
第２次補正予算

計 3,198 2,496 2,283 1,541

予備費等 - - - -

翌年度へ繰越し - ▲ 934 ▲ 34 -

補正予算

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

　長期間相続登記等が未了となっている土地について、登記官が当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を調査し、当該者に対して直接的な相続登
記の促しを行うことによって当該土地の解消を図るとともに、調査結果により判明した所有者等に対して登記官が相続登記を促すことにより相続登記の促
進を図る。
　また、表題部所有者の氏名、住所が正常に記録されていないことにより所有者が不明となっている表題部所有者不明土地について、登記官が表題部所
有者を探索・特定することによって当該土地の解消を図る。

実施方法 委託・請負

予算額・
執行額

（単位:百万円）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

主要政策・施策 国土強靱化施策 主要経費 その他の事項経費

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度
以内）

　長期間相続登記等が未了となっている土地について、登記官が当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を調査しその解消を図る。また、表題部所
有者不明土地について、登記官が表題部所有者を探索・特定することによって当該土地の解消を図る。これらの施策等により、不動産取引の安全やその
利活用の円滑を図り、登記に関する国民の利便性を向上させることを目的とする。

総務課
総務課長
村松　秀樹

会計区分 一般会計

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置
法（平成３０年法律第４９号）第４０条
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関
する法律（令和元年法律第１５号）第５条
不動産登記規則（平成１７年法務省令第１８号）第２４７
条

関係する
計画、通知等

国土強靱化基本計画（平成30年12月14日閣議決定）
経済財政運営と改革の基本方針2022（令和4年6月7日閣議
決定）
新しい資本主義フォローアップ（令和4年6月7日閣議決定）

13

前年度から繰越し 1,693 - 934 34

事業名 所有者不明土地問題の解消 担当部局庁 民事局 作成責任者

事業開始年度 平成29年度
事業終了

（予定）年度
終了予定なし 担当課室

2022 法務 21 0048

令和4年度第２次補正予算行政事業レビューシート 法務省



事
業
の
有

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 ○ 　おおむね成果目標に見合った実績をあげている。

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果
的あるいは低コストで実施できているか。

○

　長期相続登記等未了土地の解消作業等については、登記
官の知見を活用して、所有者探索の困難度の高い所有者不
明土地について調査を実施するなど、社会全体における相
続手続に係るコストを削減するものであり、比較可能な他の
制度はない。

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○ 　本事業の実施のために必要なものに限定している。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐ -

単位当たりコスト等の水準は妥当か。 ○
　令和３年度に実施した長期相続登記等未了土地解消作業
については、一般競争入札を実施することにより、コスト削減
に努めており、単位当たりコスト等の水準は妥当である。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 ‐ -

有

競争性のない随意契約となったものはないか。 有

受益者との負担関係は妥当であるか。 ‐ -

　長期相続登記等未了土地の解消作業や表題部所有者不
明土地の解消作業は、登記官の専門的な知見を活用し調査
を行い、その結果に基づいて所有権登記名義人の相続人等
を特定し、その情報を登記情報に記録するものであるため、
国が実施すべき事業である。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い
事業か。

○
　政府の重点施策に掲げられており、必要かつ適切な事業
であり、また、優先度は高い。

事
業
の
効
率
性

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　 ○ 　令和３年度に実施した長期相続登記等未了土地解消作業
については、法令の定めに従い、一般競争入札を実施する
など競争性の確保を図っている。
　なお、一般競争入札において、一者応札となったものもあ
るが、これらについては、政令で定められた期間以上の公告
期間を設けた上で、入札公告をホームページに掲載するな
どして競争性の確保に努めている。
　また、競争性のない随意契約は、契約の性質又は目的が
競争を許さない場合であるもののほかは、一般競争入札を
実施した結果として、いわゆる不落随契となったものであり、
競争性の確保が図られている。

一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一
者応札又は一者応募となったものはないか。

事業所管部局による点検・改善

項　　目 評　価 評価に関する説明

国
費
投
入
の
必
要
性

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 ○

　民間の土地取引や公共事業の用地取得、森林管理など、
様々な場面で問題となっているいわゆる「所有者不明土地」
の解消を図ることは、土地の円滑な利用を促進し、登記に関
する国民の利便性を向上させるものである。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 ○

繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐ -

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。 ‐ -

新
経
済
・
財
政
再

生
計
画
改
革
工
程

表
 
2
0
2
1

取組
事項

分野： 社会資本整備等 １７．所有者不明土地の有効活用

（新経済・財政再生計画改革工程表 2021）
URL：

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/031223_divided/report_211223_2_2.pdf

該当箇所 p73

政
策
評
価

、
新
経
済
・
財
政
再
生
計
画

と
の
関
係

政
策
評
価

政策 国民の財産や身分関係の保護（Ⅲ-10）

施策 登記事務の適正円滑な処理（Ⅲ-10-(1)）

政策評価書
URL

https://www.moj.go.jp/content/001345341.pdf

該当箇所 P93～P101

成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載 チェック

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
法務省民事局民事第二課調べ

102.4 101 - -

7,887 7,888 7,780 - -

目標値 筆 7,700 7,700 7,700

令和2年度 令和3年度
中間目標 目標最終年度

3 年度 - 年度
成果目標及び

成果実績
（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標 単位 令和元年度

市町村等の事業実施主体
のニーズを踏まえて行う表
題部所有者不明土地の解
消作業を実施した数

左記作業を実施した数

成果実績 筆

7,700 -

達成度 ％ 102.4

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
法務省民事局民事第二課調べ

65.5 99.3 - -

86,849 45,442 68,899 - -

目標値 筆 69,350 69,350 69,350

令和2年度 令和3年度
中間目標 目標最終年度

3 年度 - 年度
成果目標及び

成果実績
（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標 単位 令和元年度

市町村等の事業実施主体
のニーズを踏まえて行う長
期相続登記等未了土地の
解消作業を実施した数

左記作業を実施した数

成果実績 筆

69,350 -

達成度 ％ 125.2



-

※令和3年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万円）

令和3年度 2021 法務 20 0048

令和2年度 法務省 0049

平成30年度 -

令和元年度 法務省 0047

平成28年度 -

平成29年度 -

平成26年度 -

平成27年度 -

平成24年度 -

平成25年度 -

備考

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成23年度 -

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 ○

　長期相続登記等未了土地解消作業の調査結果について
は、登記情報に記録され、成果物については、登記記録の
附属書類として備え付けられ、公共事業等における所有者
探索に活用される。

関
連
事
業

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役
割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

‐

-
事業番号 事業名

有
効
性

活動実績は見込みに見合ったものであるか。 ○ 　おおむね成果目標に見合った実績をあげている。

－

法務省

2,204百万円

・長期相続登記等未了土地の解消作業に必要な予算を法務局・地方法務局に配分
・表題部所有者不明土地の解消作業に必要な予算を法務局・地方法務局に配分
・法定相続情報証明制度の運用に必要な予算を法務局・地方法務局に配分

本省から予算配分

Ａ 法務局・地方法務局（50機関）

2,204百万円

長期相続登記等未了土地の解消作業に係る役務等

【随意契約（その他）等】

Ｂ 日本郵便株式会社ほか

2,204百万円

長期相続登記等未了土地解消作業等



　

支出先上位１０者リスト

A.

B

-

10
一般社団法人徳島
県公共嘱託登記司
法書士協会

8480005000031
長期相続登記等未了土地
解消作業に係る役務

30
一般競争契約
（最低価格）

1 99.7％ -

99.9％ -

9
一般社団法人高知
県公共嘱託登記司
法書士協会

1490005000581
長期相続登記等未了土地
解消作業に係る役務

30
随意契約
（その他）

1 99.9％

1 99.6％ -

8
一般社団法人京都
公共嘱託登記司法
書士協会

8130005002558
長期相続登記等未了土地
解消作業に係る役務

30
一般競争契約
（最低価格）

1

7
一般社団法人岩手
県公共嘱託登記司
法書士協会

6400005005312
長期相続登記等未了土地
解消作業に係る役務

31
一般競争契約
（最低価格）

-

6
一般社団法人青森
県公共嘱託登記司
法書士協会

2420005000455
長期相続登記等未了土地
解消作業に係る役務

31
一般競争契約
（最低価格）

1 99.1％ -

99.7％ -

5
一般社団法人熊本
県公共嘱託登記司
法書士協会

9330005000037
長期相続登記等未了土地
解消作業に係る役務

31
一般競争契約
（最低価格）

1 99.9％

2 94.7％ -

4
司法書士法人ｔｏｍｏ
ｎｉ

6370005003063
長期相続登記等未了土地
解消作業に係る役務

34
一般競争契約
（最低価格）

1

3
マザーシップ司法書
士法人

9011105002731
長期相続登記等未了土地
解消作業に係る役務

35
一般競争契約
（最低価格）

-

2
一般社団法人全国
司法書士法人連絡
協議会

3010005021244
長期相続登記等未了土地
解消作業に係る役務

88
一般競争契約
（最低価格）

2 99.4％ -

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1 日本郵便株式会社 1010001112577
長期相続登記等未了土地
解消作業に係る郵送業務

92
随意契約
（その他）

- -

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）

- - -10 神戸地方法務局 -
長期相続登記等未了土地
解消作業に係る役務等

50 その他

-

9 青森地方法務局 -
長期相続登記等未了土地
解消作業に係る役務等

51 その他 - - -

- -

8 熊本地方法務局 -
長期相続登記等未了土地
解消作業に係る役務等

52 その他 - -

- - -

7 名古屋法務局 -
長期相続登記等未了土地
解消作業に係る役務等

55 その他 -

6 前橋地方法務局 -
長期相続登記等未了土地
解消作業に係る役務等

56 その他

-

5 京都地方法務局 -
長期相続登記等未了土地
解消作業に係る役務等

57 その他 - - -

- -

4 宇都宮地方法務局 -
長期相続登記等未了土地
解消作業に係る役務等

57 その他 - -

- - -

3 千葉地方法務局 -
長期相続登記等未了土地
解消作業に係る役務等

60 その他 -

2 横浜地方法務局 -
長期相続登記等未了土地
解消作業に係る役務等

62 その他

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1 東京法務局 -
長期相続登記等未了土地
解消作業に係る役務等

68 その他 - - -

費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載 チェック

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率

計 68 計 92

費　目 使　途
金　額

(百万円）

予算配分
長期相続登記等未了土地解消作業に係る
役務等

68 通賃運搬費
長期相続登記等未了土地解消作業に要す
る郵送料等

92

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

A.東京法務局 B.日本郵便株式会社

費　目 使　途
金　額

(百万円）


